
令和４年度　事業計画・達成評価表

1-1．豊島区地域包括支援センター運営方針に関する項目

前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

1

普及啓発活動
　

・認知症の理解者を増や
すため、地域住民に向け
て継続的に働きかけを
行っていく必要がある。

①認知症の理解者を増やす
ために「認知症サポーター養
成講座」を開催（２回）。

①認知症の理解者を増やす
ために「認知症サポーター養
成講座」を開催（２回）　。
②認知症高齢者への関わり
方を学ぶ勉強会の開催（1
回）。

S

①・地域住民や企業に向けて「認知症サポーター養成講
座」を開催（対面２回、オンライン３回）。高齢者との関わ
りが多い職種の方に認知症高齢者の特徴や具体的な対
応方法、ヒアリングフレイルなどについて講義した。区民
ひろばにて土曜日に開催したことで幅広い世代の参加が
あり、認知症に対しての理解を深めることが出来た。
・今年度は他の区民ひろばでも計画したが移転時期の延
期で来年度への持ち越しとなった。
②・民生委員班活動の一環として「介護者の会勉強会」
を支援した。介護者の会の運営方法などを説明し、会の
立ち上げについて助言した。また地域で行っている認知
症高齢者への支援や今後の活動について意見交換し
た。
・「本人ミーティング」へ毎回出席することで参加者と顔な
じみになり、今後の支援に繋がったケースもあった。認知
症ご本人が思いを発する場所となり、運営方法について
も学ぶことが出来た。
〈課題〉
・認知症の理解者を増やすため、地域住民に向けて継続
的に働きかけを行っていく必要がある。
・若年世代への働きかけがあまりできていない。

施策4. 認
知症になっ
ても安心し
て暮らせる
地域づくり

①区民ひろばの自主グループ、町会等の地域住民に向
けて認知症サポーター養成講座開催（４回）。
②認知症高齢者への関わり方等を学ぶために介護者や
地域住民と勉強会を行う（1回）。

①地区懇談会は「地域の支え合う力を高めるには」を
テーマに開催。ゴミ出し支援のモデルケースの一例か
ら、ニーズ把握ができ、「地域での支えあい」について商
店街、民生委員、区民ひろば、地域住民より聞き取りを
行った（21件）。当日は町会、民生委員、CSWなどに加
え、｢まちづくり講座｣参加者、地域福祉サポーターなど､
地域住民が出席し、モデルケースの報告とグループワー
クを行った。ゴミ出し支援の仕組みづくりだけでなく、地域
での支え合いや地域には何とかしたいと思っている方が
個々に活動している状況を共有した。
②「元気はつらつ報告会」はアトリエ村包括と合同開催1
回、単独開催3回。合同開催では、地域CMが事例提出
者や傍聴者として参加、また薬剤師会へ参加を働きか
け、2名の参加に繋がった。単独では「高齢者の生活支
援推進員」との定例打合わせでの開催とし、多職種から
のアドバイスをプランに取り入れたことで、A  の向上
につながった。
③困難ケースを中心に個別課題を検討するため個別ケ
ア会議を開催（15件）。多職種で話し合ったことで課題を
整理し、支援の方向性を確認することができた。
④地域ケア会議全体会検討会では西部包括での取り組
みを随時報告した。当日、「ゴミ出し支援のモデルケー
ス」については発表した。
〈課題〉
・多世代による新しい担い手の発掘や個々に活動してい
る住民の把握に努める。
・既存の社会資源活用を継続する。
・「元気はつらつ報告会」では事例に沿った助言者の選定
を継続的に行う。

センター名

西部
センターの
重点目標

①地域住民が自らの健康を維持できるよう、フレイル予防などに積極的に取り組めるような環境づくり
②認知症高齢者の支援体制を確認しながら、関係機関等と協働し、本人・家族を地域で支える仕組みづくり
③個人情報保護に関する取り組みの強化と業務の効率化
④感染症について最新の情報を確認しながら対応方法を学び、実践する

高齢者総合相談センター

優先
順位

施策
重点事業

（別紙を参考に各
自で記載）

現状と課題
（簡潔に記入）

重点事業に基づく計画 取組と成果・次年度に向けた課題
達成度

取組内容・客観的な数値目標
どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか

次年度に向けた課題を具体的に記入する。

計画のスケジュール

S

①モデルケースの選定。
②・地域CM参加による「元気
はつらつ報告会」の開催（１
回）。
・「高齢者の生活支援推進
員」と共に行う「元気はつらつ
報告会」の開催（１回）。
③個別の課題を抱えたケー
ス検討のために、個別ケア会
議を実施（10件）。
④意見を集約し、地域ケア会
議全体会検討会にて報告す
る。

①地区懇談会開催（1回）。
②「高齢者の生活支援推進
員」と共に行う「元気はつらつ
報告会」の開催（2回）。
③個別の課題を抱えたケー
ス検討のために、個別ケア会
議を実施（10件）。
④意見を集約し、地域ケア会
議全体会検討会にて報告す
る。

①地区懇談会テーマ：「ごみ出しが困難な高齢者への支
援Ⅱ」
モデルケースを選定し、それを踏まえて課題を見つけ、
対策を考える。
②「元気はつらつ報告会」の開催（4回）。
③個別ケア会議を実施し、チームで問題解決が出来るよ
うにする（20件）。
④地域ケア会議全体会に向けての意見集約。

・「ゴミ出し支援」を行う実
際の担い手や支援を希
望する高齢者の発掘がで
きていない。

地域ケア会議の
実施

施策3. 高
齢者総合
相談セン
ターの機能
強化

2

【達成度の目安】

Ｓ ： 目標を上回る

Ａ ： 目標通り

Ｂ ： 目標をやや下回る

Ｃ ： 目標を大きく下回る
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前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

3
権利擁護の取り
組み

・包括が権利擁護に関す
る情報発信や相談窓口
の役割を担っていること
が、広く周知されていな
い。
・権利擁護に関する最新
の情報を地域住民に向け
て発信出来ていない。
・消費生活センターへの
情報提供でとどまったた
め、定期的に連携してい
く必要がある。
・「豊島区終活あんしんセ
ンター」について地域住
民へ情報提供を行った
が、実際に連携するまで
には至らなかった。

①地域住民や関係機関等へ
向けて権利擁護に関する最
新の情報を発信する（３回）。
②郵便局、銀行などに出向
き、現状の困りごとを把握す
る（4か所）。
③権利擁護に関する所内研
修（1回）。

①地域住民や関係機関等へ
向けて権利擁護に関する最
新の情報を発信する（３回）。
②郵便局、銀行などに出向き
現状の困りごとを把握する（３
か所）。
③権利擁護に関する事例検
討（1回）。

A

4
高齢者の社会参
加と住民主体の
通いの場の拡大

・「まちの相談室」をうまく
活用できていない。
・既存の社会資源との連
携が難しい。
・サービス卒業後に利用
できる社会資源が不足し
ている。

①窓口相談、アセスメント訪
問時など（15件）。
②サロン運営の支援をする（6
回）。
③「介護予防センター」や「ま
ちの相談室」につなげる（3
件）。
④情報交換の機会を持つ（３
回）。

①窓口相談、アセスメント訪
問時など（15件）。
②サロン運営の支援をする（6
回）。
③「介護予防センター」や「ま
ちの相談室」につなげる（3
件）。
④情報交換の機会を持つ（３
回）。

A

①窓口相談にてパンフレットを配布し、卒業を意識した
サービスへ繋げた（13件）。他圏域で開催中のサロンへ
の通所希望者が多いため、活動状況を視察するなど情
報収集に努めた。
②サロン開催時には後方支援を行った（18回）。訪問しな
い月は担当職員が事務所に待機し、必要に応じて支援
が可能となる体制をとった。10月には「ヒートショックと感
染予防」について講義した。
③パンフレットを用いながら出張講座や出張相談等にて
フレイル予防について話をした（３件）。結果、短期集中通
所型サービスや「まちの相談室」へ繋がった。
④「高齢者の生活支援推進員」との打ち合わせに参加（６
回）。新たな社会資源（「ポールdeウォーク」、「まちづくり
講座」）について後方支援した。
〈課題〉
・他圏域で行われている「つながるサロン」について知
る。
・「通所型サービスB事業実施マニュアル」に基づいて、
サロンコーディネーターと連携し、引き続き後方支援を行
う。

①通所型サービスBの新規利用者の受付窓口となり、地
域CMや本人・家族へ卒業を意識したサービス利用につ
なげる（30件）。
②通所型サービスB「つながるサロン」サポーターの後方
支援を行う（12回）。
③フレイル予防関連のパンフレットを窓口・訪問にて配
布。出張相談等で「介護予防センター」や「まちの相談
室」の周知活動を行い、利用につなげる。
④「高齢者の生活支援推進員」と連携して新たな社会資
源を模索する（６回）。

①④・民生委員、町会長へ地域の課題や心配な高齢者
について聞き取りを行い、アウトリーチ連絡会にて報告し
た。また、「通報対応表」の報告と「地域で孤立しがちな方
をどのように支えていくか」をテーマに意見交換し、関わ
り方の工夫を共有した。
・包括や見守り支援事業の周知を図るため、地域の商店
や新たに着任した管理人などを訪問した（11件）。結果、
地域で気になっている高齢者について包括や見守り支援
事業担当者へ連絡が入り、一緒に対応することがあっ
た。
②「高齢者の生活支援推進員」と連携し、「ポールde
ウォーク（11回）」、「まちづくり講座（7回）」開催の後方支
援を行った。参加者の新たな居場所となり、潜在的な担
い手となり得る地域住民と関わることが出来た。
③消防署と連携して防火防災診断を実施（4件）。防災に
ついて注意喚起したことで対象者の意識付けを図った。
また消防署と情報共有したことが緊急対応時に活かされ
たケースもあった。詐欺被害の恐れのある方に、自動通
話録音機の設置（2件）や、見守り訪問事業（2件）に繋
げ、見守り体制を整えた。
〈課題〉
・地域の社会資源への働きかけが十分でない。
・継続的に「高齢者の生活支援推進員」、ＣＳＷなどと連
携し、地域のニーズに合った仕組みや居場所作りなどに
取り組む必要がある。

①民生委員（28人）、町会長
（5人）などへ出向き、見守り
支援事業の周知と地域の情
報収集。
②「高齢者の生活支援推進
員」と新たな仕組みづくりに向
けての準備（3回）。
③訪問時チラシなどを活用
し、防火防災、防犯の注意喚
起を行う。必要に応じて防火
防災診断（2件）や自動通話
録音機などにつなげる。
④アウトリーチ連絡会開催に
向けて準備する。

①町会長（8人）、地域の関係
機関（10か所）などへ出向き、
見守り支援事業の周知と地
域の情報収集。
②「高齢者の生活支援推進
員」と新たな仕組みに着手で
きるようにする（３回）。
③訪問時チラシなどを活用
し、防火防災、防犯の注意喚
起を行う。必要に応じて防火
防災診断（２件）や自動通話
録音機などにつなげる。
④「通報対応表」の報告から
みえてきた課題について意見
交換を行う（１回）。

①民生委員や町会長など地域の関係機関とのネットワー
クの強化。地域の商店など見守り機能のある社会資源と
の連携。
②「高齢者の生活支援推進員」と共に地域の課題解決の
ため、ニーズの把握や担い手の掘り起こしを行う。
③消防署や警察と連携し、地域の高齢者に対して防災
防犯の注意喚起を行う。
④アウトリーチ連絡会の開催。「通報対応表」の傾向の報
告と課題についての意見交換を行う。

・コロナなどで地域活動
が制限され、高齢者の状
況が把握しづらくなってい
る。

見守りに関する
ネットワーク構築
と成果の確認

施策4. 認
知症になっ
ても安心し
て暮らせる
地域づくり

①「消費生活センター」「豊島区終活あんしんセンター」と
情報交換し、必要な方々につなぐ。地域住民や関係機関
に向けて出張相談等で権利擁護に関する最新情報を発
信する（年６回）。
②金融機関などへ出向き、包括における権利擁護の取り
組みについて周知を図り、現状の困りごとを把握する（７
か所）。
③権利擁護に関する所内研修や事例検討の実施。

①・出張相談にて地域住民へ向けて「消費者被害につい
て」注意喚起した（3回）。また近隣での消費者被害時に
は警察への通報を働きかけたり、自動通話録音機設置
（3件）につながったケースもある。
・「消費生活センター」より情報提供を受け、包括職員が
ご自宅に訪問し、被害を未然に防ぐことができた。
・「豊島区終活あんしんセンター」について情報提供し、
実際に地域住民が任意後見制度や成年後見制度につい
て直接関係者団体から学ぶ機会を設けた。
②・金融機関へ成年後見制度について説明した（1回）。
個別のケースについても情報共有しながら対応してい
る。
・郵便局に出向き、消費者被害や気になる利用者がいな
いか情報収集し、包括の周知を行った（2か所）。また、金
融機関等へ同行した際にも包括の周知を行い、情報共
有した（4か所）。
③消費者被害に関する所内研修（1回）、虐待疑いの事
例検討（1回）実施し、初動について再確認した。
〈課題〉
・権利擁護に関する最新情報を地域住民や関係機関に
向けて随時情報提供できるようにする。

5
施策2. 生
活支援の
充実

S

施策1. 介
護予防・総
合事業の
推進

優先
順位

施策
重点事業

（別紙を参考に各
自で記載）

現状と課題
（簡潔に記入）

重点事業に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題
達成度

取組内容・客観的な数値目標
どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか

次年度に向けた課題を具体的に記入する。
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前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

6

地域の関係機関
と共に考える孤立
予防への取り組
み

・実態調査の結果から、コ
ロナなどで外出のきっか
けが減り、閉じこもりがち
になった方が多いことが
わかった。
・同居家族がいるが心配
な世帯（老障、高齢夫婦
など）の情報の把握が難
しい。
・７５歳未満の相談履歴
のない高齢者への緊急
対応が増えてきた。こうし
た層への働きかけが課
題。

①昨年の実態調査の判定作
業をする。熱中症訪問など
（約900件）で生活アセスメント
を行い、見守り体制を確認
し、その後の支援につなげ
る。
②地域の関係機関や当事者
などから情報収集する。
③民生委員や地域の関係機
関への訪問などで情報収集
をする。

①熱中症訪問などにより、見
守り体制を確認する。アウト
リーチ対象者は優先順位に
応じた支援を行う。
②情報をまとめてマップを作
成する。
③民生委員や地域の関係機
関への訪問などで情報収集
をする。 A

7 訪問型・通所型サー
ビスの推進

・サービス利用により状態
改善が期待できるケース
があるが、提供できる
サービスの選択肢が少な
い。

①基本チェックリストの実施
（15件）。
②CM連絡会等で総合事業
制度の内容を周知（1回）。
③④介護予防手帳を活用
したセルフプランの作成支
援(５件)

①基本チェックリストの実施
（15件）。
②事例検討会等で総合事
業制度の内容を周知（1
回）。
③④介護予防手帳を活用
したセルフプランの作成支
援(５件)

A

8 介護者・支援者へ
の支援

・「認知症介護者の会」に
ついて継続した参加に至
らない。
・「認知症介護者の会」の
参加者が増えず、必要と
思われる人の利用につな
がっていない。

①「認知症介護者の会」の周
知と参加の働きかけ（随時）。
②専門相談等につなげる。相
談3事業（4件）。
③認知症初期集中支援事業
事例提出（2件）、もの忘れ相
談（1件）の活用。

①「認知症介護者の会」の周
知と参加の働きかけ（随時）。
②専門相談等につなげる。相
談3事業（4件）。
③認知症初期集中支援事業
事例提出（2件）、もの忘れ相
談（1件）の活用。

S

①「認知症介護者の会」開催（12件）。地域CMへ向けて
「西部CM連絡会」にて周知した（1回）。サポーターと共に
開催場所、時間等について検討し、見直しを行った。窓
口相談などで介護者へ社会資源の情報提供とともに会
の参加を案内した。
②専門相談等へ15件繋げた（専門ケア4件、援助6件、こ
ころの相談5件）。介入のタイミングと支援者間の役割を
確認したことで、支援の方向性が明確になった。
③・認知症初期集中支援事業事例提出（4件）。長年、問
題を有しており介入が困難だったが、認知症初期集中支
援チーム員と一緒に支援したことで、医療や介護に繋
がったケースもあった。
・物忘れ相談実施（定例3件、随時4件）。本人の拒否が
強く困難なケースも認知症専門医へ繋げることで受診、
治療が開始できた。また「ポールｄeウォーク」等へ誘うな
ど、関わりを持ちながら信頼関係を築いているケースもあ
る。
〈課題〉
・多職種でアセスメントを行い、関係機関と情報共有する
ことで必要な支援に繋げる。

①・「認知症介護者の会」（11回）について、窓口相談の
他、介護者や地域CMに対して周知する。また、「認知症
介護者の会」への紹介リストを作成し、後追いができるよ
うに工夫する。
・継続的に参加できるよう、参加しやすい時間や、内容な
どの要望を聞き、検討する。
②所内で課題や支援の方向性を共有しながら、介入の
時期を見極め、関係機関と連携する。相談3事業の活用
（8件）。
③状態の変化に応じた対応として、ケアパスの活用、医
療機関の情報提供などを行う。「認知症初期集中支援事
業」（4件）や、「もの忘れ相談」（２件）の活用。

①昨年の実態調査や、今年度の熱中症訪問から得られ
た情報を元に見守り体制を確認し、優先順位に応じた支
援を行う。
②閉じこもりがちな方に向けて、地域の情報をまとめた
「お出かけマップ」の作成に着手する。
③民生委員や関係機関などから心配な世帯について情
報収集し、必要な支援につなげる。

施策2. 生
活支援の
充実

①実態調査、熱中症訪問などで得られた情報をもとに、
対象者の生活実態を確認。その情報を元に見守り方法
を検討、「高齢者救急代理通報システム」などの一般施
策や配食、介護サービス、見守り支援事業など必要な支
援に繋げた。
②地域の情報をまとめた「見守り広報誌の令和５年春号
（令和５年４月発行）」作成に取り組んだ。
③全民生委員を訪問し、地域の心配な世帯について情
報収集。それをもとに訪問などにより必要な支援に繋げ
たり、包括や見守り支援事業の周知を図った。
〈課題〉
・アウトリーチ活動やウィズコロナなどの情報から、閉じこ
もりがちな高齢者が多いことを把握したが、外出するきっ
かけ作りが不足している。
・高齢者世帯、同居家族がいるが心配な世帯（老障など）
の把握が難しいため、継続的な働きかけが必要。

施策1. 介護
予防・総合
事業の推進

①窓口相談・出張相談等で基本チェックリストの実施
（３０件程度）
②地域CM等に向けて総合事業制度やサービス利用
の周知を図る(年２回）。
③地域住民が通所型サービスBの活動内容を理解
し、利用に向けて支援する（１０件）
④「ちょっと前の自分を取り戻す」ことを目標に「事業
対象者」「要支援者」に向けて「介護予防」の視点を持
ち、区独自基準型サービスや短期集中型サービスの
利用を進める。

①窓口相談や出張相談等で基本チェックリスト実施（２６
件）。本人の状態や意向に合わせて利用できるサービス
を提案し、通所Cなどの利用に繋げた。
②・地域CMへ「西部CM連絡会」にて総合事業の趣旨、
内容等について説明を行った。サービス提供事業所の不
足やケアマネジメント（帳票、サービス内容）を確認し、情
報共有した（6月）。
③「つながるサロン」では他圏域のサロン活動を視察（2
ケ所）し、コーディネーター・サポーターとの情報共有がで
きた。CMへ担当利用者のサロン参加を促し、利用に繋げ
た（2件）。また、地域住民に活動内容を説明し、一般利
用に繋げた（12件）。
④介護予防手帳を活用したセルフプランの作成を支援
し、利用に繋げることができた（通所C１４件、訪問C２０
件、訪問B４件）。
・出張講座等にて地域住民へフレイル予防の周知を行
い、総合事業の利用に繋がった。
〈課題〉
・適切なサービスに繋げるために基本チェックリストの実
施機会を増やす。
・他圏域で行われている「つながるサロン」について知
る。

施策4. 認
知症になっ
ても安心し
て暮らせる
地域づくり

優先
順位

施策
重点事業

（別紙を参考に各
自で記載）

現状と課題
（簡潔に記入）

重点事業に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題
達成度

取組内容・客観的な数値目標
どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか

次年度に向けた課題を具体的に記入する。
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前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

9
相談支援体制の
充実

・元気な高齢者への包括
や施策についての周知が
不十分。
・開設時間や土曜日に開
館していることが周知さ
れていない。

①出張相談窓口開設。3か所
のひろば（要・千早・高松）各
月2回程度。
②随時。
③必要な情報を整理し、適宜
情報をお伝えする。

①出張相談窓口開設。3か所
のひろば（要・千早・高松）各
月2回程度。
②随時。
③必要な情報を整理し、適宜
情報をお伝えする。

A

10
ケアマネジメント
の資質向上

・オンラインの活用によ
り、地域CMと顔の見える
機会が減ってしまった。
・一人CM事業所も増えて
きたため、事業所毎に実
施する必要がある研修を
連絡会で共同開催するこ
とで事業所の負担軽減に
つながる。

②「西部ケアマネ連絡会」の
開催（２回）。

①ケアマネジメント資質向上
のため、「西部ケアマネ連絡
会」と共催で事例検討会を実
施（１回）。
②「西部ケアマネ連絡会」の
開催（３回）。
③地域CMや医療機関等との
協働による勉強会の開催（1
回）。 S

※施策は各高齢者総合相談センターの優先順位に応じてプルダウンから選択してください。施策１・施策４は３項目中２項目を選択してください。

※重点事業は別紙の「計画作成にあたっての視点および留意事項」を参考にし、各高齢者総合相談センターで設定してください。

1-2．豊島区地域包括支援センター運営方針に関する指標

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

①②対面による「西部ケアマネ連絡会」開催（6回）。事例
検討会（1回）、勉強会（３回：総合事業、一般施策、高齢
者虐待・権利擁護）開催。研修と合わせて、地域CMへ最
新の情報提供とケアマネジメントのフォローを行った。地
域CMの要望により、隔月での集合形式で定期開催。年
間予定の企画段階から地域CMの主体的な参加や意見
交換を重ね、ケアマネジメント資質向上のための学習会
を関係機関等と連携し実施した。
③「西部ケアマネ連絡会」にて、祐ホームクリニック豊島
と協働で「認知症」についての勉強会を企画、開催した
（12月）。事例をもとに服薬状況や家族対応等、具体的な
対応について情報共有した。
〈課題〉
・一人CMの事業所もあるため、定期的に制度変更や研
修等について情報提供していく必要がある。
・複合的な課題を抱える事例が増えており、多様な知識
や多職種連携が求められている。

基本チェックリスト（件数） 　　　　　28件 　　　30件 　　　26件

施策3. 高
齢者総合
相談セン
ターの機能
強化

①区民ひろば利用者への周知を図るため、計画的に出
張相談にて情報提供する。区民ひろばとの連携を強化す
る。
②・地域住民へ「高齢者の夜間緊急・休日電話相談窓
口」について周知する。
・関係機関より夜間・休日の相談連絡が入り次第、早急
に対応する。
③働きながら介護する家族等へ必要な情報を提供し、相
談しやすい体制を工夫する（時間や方法など）。

①3か所の区民ひろばにて出張相談窓口開設（72回）。
出張相談時、一般施策、フレイル予防、消費者被害、ス
マホ教室等について情報提供した。元気な方へのアプ
ローチとして、前半、後半とアプローチする団体を変更
し、包括の周知も図った。
②・相談対応時、包括パンフレットや包括マグネットをお
渡ししながら周知している。
・適宜関係機関からのメール連絡の有無を確認してい
る。相談連絡が入った際には、必要に応じて利用者宅に
電話・訪問対応を行った（2件）。
③海外在住のご家族や様々な事情に配慮した相談方法
（メールなど）を随時用いたことで、窓口開館時間にとら
われることなく支援することができた。
〈課題〉
・元気な高齢者（就労している方や区民ひろばの活動へ
参加していない方）に対し包括や施策についての周知が
不十分。

項目 前年度実績 今年度目標 今年度実績

施策3. 高
齢者総合
相談セン
ターの機能
強化

①地域CMを対象とした事例検討会を開催する（１回）。
②「西部ケアマネ連絡会」を開催し、地域CMへ最新の情
報提供とケアマネジメントのフォローを行う（５回）。
③地域CMや医療機関等と共にテーマを検討し、勉強会
を企画、開催する。

包括主催元気はつらつ報告会（回数） 　　　　　1回 　　　4回 　　　4回

A8、通所C、通所Bの利用促進（回数） 　　　　21回 　   25回 　　　26回

地区懇談会（回数） 　　　　　1回 　　　2回 　　　4回

出前講座（回数） 　　　　　2回 　　　2回 　　　2回

認知症サポーター養成講座（回数） 　　　　　3回 　　　4回 　　　5回

認知症初期集中支援事業（回数） 　　　　　4回 　　　4回 　　　4回

もの忘れ相談（回数） 　　　　　2回 　　　3回 　　　8回

相談３事業（回数） 　　　　　7回 　　　8回 　　　16回

優先
順位

施策
重点事業

（別紙を参考に各
自で記載）

現状と課題
（簡潔に記入）

重点事業に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題
達成度

取組内容・客観的な数値目標
どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか

次年度に向けた課題を具体的に記入する。
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2．高齢者総合相談センターの運営体制に関する項目

前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

1

①職員の資質向上のための
所内研修（６回）、外部研修
（随時）。
②事例検討（６回）。振り返り
（随時）。
③・「セキュリティセルフチェッ
ク」を実施（4月）し、振り返る
ことで今後の実践に活かす。
・パスワード変更（４月、職員
異動時等）。
・「個人情報保護と情報セキュ
リティ対策研修」の伝達研修
（1回）。

①職員の資質向上のための
所内研修（４回）、外部研修
（随時）
②事例検討（４回）。振り返り
（随時）。
③・「セキュリティセルフチェッ
ク」を実施（10月）し、振り返る
ことで今後の実践に活かす。
・パスワード変更（職員異動
時等）。
・法人による「個人情報に関
する研修」の参加（1回）。

A

2

①必要な情報を収集できるよ
う、それぞれに合わせた支援
を行う（随時）。
②ネットワーク強化のため
に、地域の関係機関等へ包
括・見守り支援事業の周知活
動（5件）。
・どこにも繋がっていない高齢
者を把握するために、商店や
地域住民等から情報を得られ
るよう、働きかける（5件）。

①必要な情報を収集できるよ
う、それぞれに合わせた支援
を行う（随時）。
②ネットワーク強化のため
に、地域の関係機関等へ包
括・見守り支援事業の周知活
動（5件）。
・どこにも繋がっていない高齢
者を把握するために、商店や
地域住民等から情報を得られ
るよう、働きかける（5件）。

A

3

①資源整理（週1回）。
②随時。
③会議、研修等の開催（随
時）。

①資源整理（週1回）。
②随時。
③会議、研修等の開催（随
時）。

A

3．高齢者総合相談センターが独自に設定する項目

前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

1

・「コロナと災害支援」をテー
マに事例検討を開催。

・前半の振り返りと今後の取
り組みを検討する（必要時）。

A

No. 評価項目
評価項目に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題

No. 評価項目
評価項目に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題

多職種連携の取り組み

・医療、介護、福祉関係の専門職が集い、地域医療・介
護ネットワーク構築のための勉強会を企画、実施する（1
回）。
・コアメンバー会議を開催する（3回）。

西部多職種連携の会「災害時の対応～発災直後から７２
時間！どう動く？～」を開催。災害時の初動についてグ
ループワークで検討した。地域の社会資源を確認し、必
要な知識および課題を多職種で情報共有した。振り返り
のコアメンバー会議では、次年度以降も継続して災害に
ついて多職種で連携することの必要性を話し合った。コ
アメンバー会議開催（3回）。
＜課題＞
・次年度の活動について、テーマや方向性の確認が持ち
越しとなった。

達成度
取組内容・客観的な数値目標

どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか
次年度に向けた課題を具体的に記入する。

職員の資質向上とコンプライアンスの強化

①担当制による所内研修の実施（毎月）。積極的に公的
機関等の研修にも参加する。
②定期的に事例検討を実施し、事例の振り返りを行う（実
施）。安否確認や対応が終了した困難ケースについて
は、振り返りを実施し、類似ケースでの対応に活かす。
③個人情報の取り扱いについて
・職員が情報セキュリティポリシー等が遵守できているか
自己点検をする（2回）。
・定期的なパスワード変更。
・個人情報に関する研修に参加し、所内研修で共有す
る。

①職員が担当となり、「個人情報」、「接遇と記録」、「ひき
こもり支援について」、「MCSの使い方」など所内研修実
施(７回）。また外部研修へ参加し、所内にて伝達研修実
施（随時）。
②事例検討、振り返りを実施（１１回）し、類似ケースへの
支援に役立てた。
③年2回「セキュリティセルフチェック」の実施。
〈課題〉
・「個人情報」、「接遇と記録」、「安否確認」等の研修は繰
り返し行い、標準化を図る。

達成度
取組内容・客観的な数値目標

どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか
次年度に向けた課題を具体的に記入する。

ウィズコロナ・アフターコロナに向けた体制の強化

①行政等からの必要な情報を自身で取り込むことができ
ない、または理解できない高齢者への支援。
②一人暮らし高齢者等を見守るために、地域の社会資源
を活用し、見守りに関するネットワーク体制を強化する。

①コロナ禍で近隣、親族などからの支援を受けづらい方
へ給付金の申請、マイナポイントの手続き等の支援を
行った。
②民生委員、町会長へ聞き取りを実施し、地域の課題や
心配な高齢者について情報収集した。それを元に地域の
高齢者が利用する商店などに包括、見守りの周知を行っ
た。
〈課題〉
・行政等からの必要な情報を自身で取り込むことができ
ない、または理解できない高齢者への支援継続。

業務改善・ICTの利活用

①地域資源などの資料を整理し、必要時に情報提供す
る。
②メールやＭＣＳを活用し、家族や事業所との連携を密
に行う。
③業務の効率化を図るため、オンラインを活用する。

①週１回情報を整理することで、最新の情報を提供する
ことが出来た。窓口ラックについては、項目ごとに分類し
たため探しやすくなった。また、事務所入口に「催し案内」
を設置したことで、廊下を通る人も興味を持たれる方が
多く見られた。
②窓口相談ではタブレットを活用しながら最新の情報を
お伝えすることが出来た。国外や遠方に住まわれている
ご家族とメールにてやり取りを行ったり、ICTの活用環境
を準備し、ＣＭ連絡会等で主催者として開催できるように
した。
③多職種連携の会（1回）、コアメンバー会議（3回）等でオ
ンラインを活用したことで、幅広い職種の方と意見交換す
ることが出来た。
〈課題〉
・随時業務マニュアルの修正を行う。
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令和５年度　事業計画・達成評価表

1-1．豊島区地域包括支援センター運営方針に関する項目

前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

1
高齢者の社会参加
と住民主体の通い
の場の拡大

・他圏域で行われている
「つながるサロン」につい
て知る。
・「通所型サービスB事業
実施マニュアル」に基づ
いて、サロンコーディネー
ターと連携し、引き続き後
方支援を行う。

①「つながるサロン」の見学
（２件）。窓口相談等でICTを
活用し、情報提供する（随
時）。
②窓口相談、アセスメント訪
問時など（15件）。
③サロン運営の支援をする（6
回）。
④情報交換の機会を持つ（定
例会３回他）。

①「つながるサロン」の見学
（２件）。窓口相談等でICTを
活用し、情報提供する（随
時）。
②窓口相談、アセスメント訪
問時など（15件）。
③サロン運営の支援をする（6
回）。
④情報交換の機会を持つ（定
例３回他）。

2 介護者・支援者へ
の支援

・多職種でアセスメントを
行い、関係機関と情報共
有することで必要な支援
に繋げる。

①「認知症介護者の会」の周
知と参加の働きかけ（随時）。
②専門相談等につなげる。相
談3事業（4件）。
③認知症初期集中支援事業
事例提出（2件）、もの忘れ相
談（1件）の活用。

①「認知症介護者の会」の周
知と参加の働きかけ（随時）。
②専門相談等につなげる。相
談3事業（4件）。
③認知症初期集中支援事業
事例提出（2件）、もの忘れ相
談（1件）の活用。

3
権利擁護の取組
み

・権利擁護に関する最新
情報を地域住民や関係
機関に向けて随時情報
提供できるようにする。

①地域住民や関係機関等へ
向けて権利擁護に関する最
新の情報を発信する（３回）。
②随時。
③郵便局、銀行などから現状
の困りごとを把握する。

①地域住民や関係機関等へ
向けて権利擁護に関する最
新の情報を発信する（３回）。
②随時。
③郵便局、銀行などから現状
の困りごとを把握する。

4

見守りに関する
ネットワーク構築
と成果の確認

・地域の社会資源への働
きかけが十分でない。
・継続的に「高齢者の生
活支援推進員」、ＣＳＷな
どと連携し、地域のニー
ズに合った仕組みや居場
所作りなどに取り組む必
要がある。

①・地域住民や関係機関に向
けて「見守り支援講座」の開
催（2回）。
・今後連携を図りたい地域の
薬局などへ見守り支援事業
の周知を図り、情報収集する
（5件）。
②新たなサロンや居場所づく
りに向けて準備する。
③訪問時チラシなどを活用
し、防火防災、防犯の注意喚
起を行う。必要に応じて防火
防災診断（2件）や自動通話
録音機などに繋げる。
④アウトリーチ連絡会開催に
向けて準備する。

①・地域住民や関係機関に向
けて「見守り支援講座」の開
催（2回）。
・今後連携を図りたい地域の
薬局などへ見守り支援事業
の周知を図り、情報収集する
（5件）。
②サロンや居場所づくりの定
着に向けて、伴走支援する。
③訪問時チラシなどを活用
し、防火防災、防犯の注意喚
起を行う。必要に応じて防火
防災診断（２件）や自動通話
録音機などに繋げる。
④アウトリーチ連絡会開催（1
回）。

①地域住民や関係機関による見守りの意識をさらに高め
るような働きかけをし、地域の見守り体制を整える。
②地域の課題解決のため、「高齢者の生活支援推進員」
やＣＳＷ等とニーズ把握、担い手の掘り起こし、居場所づ
くりなどを行う。
③消防署や警察署と連携し、地域の高齢者に対して防
災防犯の注意喚起を行う。
④アウトリーチ連絡会の開催。

①・「認知症介護者の会」（月1回）について、包括での窓
口相談の他、介護者や地域CMに対して周知する。
・「認知症介護者の会」への紹介リストを作成し、継続的
に参加の声掛けを行う。
②所内で課題や支援の方向性を共有しながら、介入の
時期を見極め、関係機関と連携する。相談3事業の活用
（8件）。
③状態の変化に応じた対応として、「認知症ケアパス」の
活用、医療機関の情報提供などを行う。「認知症初期集
中支援事業」（4件）や、「もの忘れ相談」（２件）の活用。

達成度
取組内容・客観的な数値目標

どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか
次年度に向けた課題を具体的に記入する。

施策1. 介護
予防・総合
事業の推進

①他圏域で行われている「つながるサロン」を見学する（4
件）。
窓口相談等でICTを活用し、情報提供する（随時）。
②通所型サービスBの新規利用者の申込窓口となり、地
域CMや本人・家族へ卒業を意識したサービス利用につ
なげる（30件）。
③通所型サービスB「つながるサロン」サポーターの後方
支援を行う（12回）
④「高齢者の生活支援推進員」と連携して新たな社会資
源を創出する。

計画のスケジュール
優先
順位

施策
重点事業

（別紙を参考に各自
で記載）

現状と課題
（簡潔に記入）

重点事業に基づく計画

センター名

西部
センターの
重点目標

①地域住民が自らの健康を維持できるよう、フレイル予防などに積極的に取り組めるような環境づくり
②認知症高齢者の生活状況を確認しながら、関係機関等と協働し、本人・家族を支える地域づくり
③個人情報保護に関する取り組みの継続と業務の効率化
④感染症について最新の情報の確認と対応

高齢者総合相談センター

取組と成果・次年度に向けた課題

施策4. 認
知症になっ
ても安心し
て暮らせる
地域づくり

①「消費生活センター」「警察」と情報交換し、必要な方々
につなぐ。地域住民や関係機関に向けて出張相談等で
権利擁護に関する最新情報を発信する（年６回）。
②権利擁護支援が必要と思われる地域住民に対し、状
況を把握し、適切な関係機関へ繋ぎ、連携する（随時）。
③金融機関などへ包括における権利擁護の取り組みに
ついて周知を図り、現状の困りごとを把握する。

施策4. 認
知症になっ
ても安心し
て暮らせる
地域づくり

施策2. 生
活支援の
充実

【達成度の目安】
Ｓ ：目標を上回る

Ａ ：目標通り

Ｂ ：目標をやや下回る

Ｃ ：目標を大きく下回る
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前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

5

地域の関係機関
と共に考える孤立
予防への取り組
み

・アウトリーチ活動やウィ
ズコロナなどの情報か
ら、閉じこもりがちな高齢
者が多いことを把握した
が、外出するきっかけ作
りが不足している。
・高齢者世帯、同居家族
がいるが心配な世帯（老
障など）の把握が難しい
ため、継続的な働きかけ
が必要。

①熱中症訪問（約900件）など
で生活アセスメントを行い、見
守り体制を確認し、その後の
支援に繋げる。
②「見守り広報誌」の活用（1
回）。
③包括、民生委員、地域の関
係機関等から情報収集し、訪
問などで対応する。

①熱中症訪問などにより、見
守り体制を確認する。アウト
リーチ対象者は優先順位に
応じた支援を行う。
②「見守り広報誌」の活用（1
回）。
③包括、民生委員、地域の関
係機関等から情報収集し、訪
問などで対応する。

6
地域ケア会議の
実施

・多世代による新しい担
い手の発掘や個々に活
動している住民の把握に
努める。
・既存の社会資源活用を
継続する。
・「元気はつらつ報告会」
では事例に沿った助言者
の選定を継続的に行う。

①地区懇談会開催に向けて
の準備。
②・地域CM参加によるアトリ
エ村包括合同開催（１回）。
・「包括・見守り・CSW・２層定
例会」開催（２回）。
③個別の課題を抱えたケー
ス検討のために、個別ケア会
議を実施（10件）。
④意見を集約し、地域ケア会
議全体会検討会にて報告す
る。

①地区懇談会開催（1回）。
②・「包括・見守り・CSW・２層
定例会」開催（２回）。
③個別の課題を抱えたケー
ス検討のために、個別ケア会
議を実施（10件）。
④意見を集約し、地域ケア会
議全体会検討会にて報告す
る。

7
訪問型・通所型
サービスの推進

・適切なサービスに繋げ
るために基本チェックリス
トの実施機会を増やす。
・他圏域で行われている
「つながるサロン」につい
て知る。

①基本チェックリストの実施
（15件）。
②CM連絡会等で総合事業
の内容を周知する（1回）。
③介護予防手帳を活用した
セルフプランの作成支援。

①基本チェックリストの実施
（15件）。
③介護予防手帳を活用した
セルフプランの作成支援。

8 普及啓発・本人
発信支援

・認知症の理解者を増や
すため、地域住民に向け
て継続的に働きかけを
行っていく必要がある。
・若年世代への働きかけ
があまりできていない。

①区民ひろばや地域住民に
向けて「認知症サポーター養
成講座」を開催（２回）。
③本人ミーテングへの参加
（６回）。

①区民ひろばや地域住民に
向けて「認知症サポーター養
成講座」を開催（２回）。
②「認知症支援講座」の開催
（1回）。
③本人ミーテングへの参加
（６回）。

9
ケアマネジメント
の資質向上

・一人CMの事業所もある
ため、定期に制度変更や
研修等について情報提供
していく必要がある。
・複合的な課題を抱える
事例が増えており、多様
な知識や多職種連携が
求められている。

②「西部ケアマネ連絡会」の
開催（２回）。
③総合事業や生活保護につ
いての勉強会の開催（１回）

①ケアマネジメント資質向上
のため、「西部ケアマネ連絡
会」にて事例検討会を実施す
る（１回）。
②「西部ケアマネ連絡会」の
開催（２回）。
③地域CMや医療機関等との
協働による勉強会の開催（1
回）。

10
相談支援体制の
充実

・元気な高齢者（就労して
いる方や区民ひろばの活
動へ参加していない方）
に対し包括や施策につい
ての周知が不十分。

①・出張相談窓口開設。3か
所のひろば（要・千早・高松）
各月2回程度。
・企業等への包括の周知（１
回）。
②随時。
③必要な情報を整理し、適宜
情報をお伝えする。

①・出張相談窓口開設。3か
所のひろば（要・千早・高松）
各月2回程度。
・企業等への包括の周知（１
回）。
②随時。
③必要な情報を整理し、適宜
情報をお伝えする。

※施策は各高齢者総合相談センターの優先順位に応じてプルダウンから選択してください。施策１・施策４は３項目中２項目を選択してください。

※重点事業は別紙の「計画作成にあたっての視点および留意事項」を参考にし、各高齢者総合相談センターで設定してください。

①多世代に向けて認知症の理解を広げるため、地域住
民に向けて認知症サポーター養成講座開催（４回）。若い
世代が参加しやすい日時を工夫する。
②認知症高齢者への関わり方等を学ぶために介護者や
地域住民へ向けて「認知症支援講座」を企画、開催する
（1回）。
③本人ミーテングについて、チームオレンジと協力し、参
加希望者への声掛け、事業内容のすり合わせ、方向性
の確認を行う（１２回）。

①窓口相談・出張相談等で基本チェックリストの実施
（３０件程度）。
②地域CM等に向けて総合事業やサービス利用の周
知を図る(年１回）。
③「ちょっと前の自分を取り戻す」ことを目標に「事業
対象者」「要支援者」に向けて「介護予防」の視点を持
ち、区独自基準型サービスや短期集中型サービスの
利用を進める。

①熱中症訪問やアウトリーチ活動から得られた情報を元
に見守り体制を確認し、優先順位に応じた支援を行う。
②閉じこもりがちな高齢者に向けて、地域の情報や、包
括、見守りに関する情報提供する。「見守り広報誌」の作
成（２回）。
③民生委員や関係機関等から心配な世帯について情報
収集する。世帯と関係性を築くためアプローチをし、必要
な支援に繋げる。

①地区懇談会テーマ：「潜在する担い手の発掘」
・課題と対策の検討。
②「元気はつらつ報告会」の開催（アトリエ村包括合同１
回、「包括・見守り・CSW・２層定例会」4回）。
③個別ケア会議を実施し、チームで問題解決が出来るよ
うにする（20件）。
④地域ケア会議全体会に向けての意見集約。

①地域CMを対象とした事例検討会を開催し、意見交換
の場を設ける（１回）。
②「西部ケアマネ連絡会」を開催し、地域CMへ最新の情
報提供を行う（４回）。
③地域CMや関係機関、医療機関等と共にテーマを検討
し、勉強会を企画、開催する。（２回）

施策1. 介
護予防・総
合事業の
推進

施策4. 認
知症になっ
ても安心し
て暮らせる
地域づくり

施策2. 生
活支援の
充実

施策3. 高
齢者総合
相談セン
ターの機能
強化

施策3. 高
齢者総合
相談セン
ターの機能
強化

①・区民ひろば利用者への周知を図るため、計画的に出
張相談にて情報提供する。
・区民ひろばとの連携を強化する。
・元気な高齢者へ向けて包括の周知活動（2回）。
②・地域住民へ「高齢者の夜間緊急・休日電話相談窓
口」について周知する。
・関係機関より夜間・休日の相談連絡が入り次第、早急
に対応する。
③働きながら介護する家族等へ必要な情報を提供し、相
談しやすい体制を工夫する（時間や方法など）。

施策3. 高
齢者総合
相談セン
ターの機能
強化

優先
順位

施策
重点事業

（別紙を参考に各自
で記載）

現状と課題
（簡潔に記入）

重点事業に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題
達成度

取組内容・客観的な数値目標
どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか

次年度に向けた課題を具体的に記入する。
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1-2．豊島区地域包括支援センター運営方針に関する指標

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2．高齢者総合相談センターの運営体制に関する項目

前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

1

①職員の資質向上のための
所内研修（2回）、外部研修
（随時）。
②・「セキュリティセルフチェッ
ク」を実施（4月）し、振り返る
ことで今後の実践に活かす。
・パスワード変更（４月、職員
異動時等）。

①職員の資質向上のための
所内研修（2回）、外部研修
（随時）。
②・「セキュリティセルフチェッ
ク」を実施（10月）し、振り返る
ことで今後の実践に活かす。
・パスワード変更（職員異動
時等）。

2

①必要な情報を収集できるよ
う、それぞれに合わせた支援
を行う（随時）。
②・ネットワーク強化のため
に、地域の関係機関等へ包
括・見守り支援事業の周知活
動（5件）。
・どこにも繋がっていない高齢
者を把握するために、商店や
地域住民等から情報を得られ
るよう、働きかける（5件）。

①必要な情報を収集できるよ
う、それぞれに合わせた支援
を行う（随時）。
②・ネットワーク強化のため
に、地域の関係機関等へ包
括・見守り支援事業の周知活
動（5件）。
・どこにも繋がっていない高齢
者を把握するために、商店や
地域住民等から情報を得られ
るよう、働きかける（5件）。

3

①資源整理（週1回）。
②随時。
③通年。

①資源整理（週1回）。
②随時。
③通年。

3．高齢者総合相談センターが独自に設定する項目

前期（4月～9月） 後期（10月～3月）

1

・テーマや方向性の確認を行
う。

・「多職種連携の会」開催（1
回）。

No. 評価項目
評価項目に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題

多職種連携の取り組み

・医療、介護、福祉関係の専門職が集い、地域医療・介
護ネットワーク構築のための勉強会を企画、実施する（1
回）。
・コアメンバー会議を開催する（3回）。

　　　4回 　　　回

相談３事業（回数） 　　　16回 　　　10回 　　　回

　　　4回 　　　回

認知症初期集中支援事業（回数） 　　　4回 　　　4回

達成度
取組内容・客観的な数値目標

どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか
次年度に向けた課題を具体的に記入する。

ウィズコロナ・アフターコロナに向けた体制の強化

①行政等からの情報を理解できない高齢者に向けて、そ
れぞれの状況に合わせた支援を行う。また、社会交流が
できる場やオンラインが活用できるよう、情報提供する。
②一人暮らし高齢者等を見守るために、地域の社会資源
を活用し、見守りに関するネットワーク体制を強化する。

業務改善・ICTの利活用

①地域資源などの資料を整理し、必要時に情報提供す
る。
②・窓口相談時タブレットを活用し、最新の情報を提供す
る。
・メールやＭＣＳを使用し、家族や事業所との連携を密に
行う。

達成度
取組内容・客観的な数値目標

どのような取組を行い、どの程度成果が上がったか
次年度に向けた課題を具体的に記入する。

職員の資質向上とコンプライアンスの強化

①「個人情報」、「接遇と記録」、「安否確認」等の研修を
行い、標準化を図る。また積極的に外部研修にも参加す
る。
②個人情報の取り扱いについて
・職員が情報セキュリティポリシー等が遵守できているか
自己点検をする（2回）。
・定期的なパスワード変更。

No. 評価項目
評価項目に基づく計画 計画のスケジュール 取組と成果・次年度に向けた課題

　　　回

もの忘れ相談（回数） 　　　8回

認知症サポーター養成講座（回数） 　　　5回

　　　2回 　　　回

出前講座（回数） 　　　2回 　　　2回 　　　回

地区懇談会（回数） 　　　4回

　　　30件 　　　件

包括主催元気はつらつ報告会（回数） 　　　4回 　　　5回 　　　回

A8、通所C、通所Bの利用促進（回数） 　　　26回 　　　25回 　　　回

基本チェックリスト（件数） 　　　26件

項目 前年度実績 今年度目標 今年度実績
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